
令和 2年 4月 9日  
保護者各位         社会福祉法人春光会おばやし保育園 
               園長 原 浩一 

緊急事態宣言に応じたコロナウィルス感染抑止対策について 
 
 保護者の皆様には、本園の新型コロナウィルスの予防措置にご協力いただきありがとうございま
す。4 月 8 日に発令された政府および埼玉県の「緊急事態宣言」に対し、久喜市保育課の指導の下
に以下の様に対応します。何卒ご理解とご協力をお願いいたします。 
 
登園自粛の要請 

 令和 2年 4月９日(木)から同年 5月 6日までの間、登園自粛をお願いします。保育園は 3密の
状態です。感染拡大を防止するため、人との接触を避けることが有効な手段です。家庭保育が可
能な場合は登園を控えていただくようお願いいたします。 
・新型コロナウィルス対策で自宅待機等でお休みされている方は家庭保育をお願いします。 
祖父母等がお子さんを見られるご家庭も同様です。 
 
・在宅勤務でも家庭保育が可能な方も自粛をお願いします。 
 
・仕事がお休みの方、育児休暇の方は家庭保育をお願いします。 
 
・土曜保育のご利用もなるべくお控えください。 
 
・上記に該当する方で家庭保育が困難な方は保育を行います。 
 
・医療機関・消防署・警察署等社会インフラに従事される方、仕事を休むことができない方は
従来通りの保育を行います。 
 
・できるだけ早めのお迎えをお願いします。 

 
これは、本園をご利用される方の登園を妨げるものではありません。保護者の皆様におかれま

しては、お子様のご家庭での健康管理にご留意いただくようお願いいたします。 
 
その他 
新入園児の慣らし保育につきましては別途ご相談させていただきます。 
給食は食材の調達状況により献立を変更する場合があります。 
給食のご利用が一定数より少ない場合、ご利用回数で精算させていただきます。 

 
ご不明な点は事務室までお問い合わせください・ 


